
                             
 

２０２５年１２月 １日 

 

 

 
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 

この度、当組合ではりょうしんビジネスバンキングによるでんさいサービスの取扱開始に伴

い、でんさいサービス手数料の改定および新設をさせていただきましたのでお知らせします。 

記 

１．改定および新設日 

  ２０２５年１２月 １日（月） 

 

２．改定・新設内容 

  新設・改定後 改定前 

基本手数料 0円 0円 

発生記録（債務者請求方式） 
本支店   220円 

他行    550円 

本支店   220円 

他行    550円 

発生記録（債権者請求方式） 
 本支店   220円 

他行    550円 
＜新設＞ 

譲渡記録 
 本支店   220円 

他行    550円 

本支店   220円 

他行    550円 

分割（譲渡）記録 
 本支店   220円 

他行    550円 

本支店   220円 

他行    550円 

開示請求 
通常（オンライン） 0円 （※書面請求）0円 

特例（書面） 3,300円 3,300円 

残高証明書 
定例発行方式 2,200円 ＜新設＞ 

都度発行方式 4,400円 4,400円 

保証記録 220円 ＜新設＞ 

変更記録 
オンライン 220円 ＜新設＞ 

書面 2,200円 2,200円 

支払等記録 220円 ＜新設＞ 

支払不能情報照会 3,300円 3,300円 

特定記録機関変更記録 4,400円 ＜新設＞ 

口座間送金決済中止 1,100円 770円 

でんさい割引依頼 1,100円 ＜新設＞ 

でんさい割引買戻し依頼 1,100円 770円 

その他書面申請 1,100円 770円 

 

      

でんさいサービス手数料改定および新設のお知らせ 


